
 

一

 
 

 

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

 

○
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
削
る
〕 

    

〔
削
る
〕 

        

〔
削
る
〕 

 

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
第
三
章 

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第
十
二
条
―
第
二
十
二
条
）
」 

 
 

「
第
二
章
の
二 

再
編
計
画
の
認
定
（
第
十
一
条
の
二
―
第
十
一
条
の
十
） 

 

を 
 

 
 

第
三
章 

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第
十
二
条
―
第
二
十
二
条
） 

 
 

」 

 

に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
地
域
医
療
構
想
」
の
下
に
「
（
以
下
単
に
「
地

域
医
療
構
想
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ロ
か
ら
ホ
ま

で
を
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

ロ 

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
医
療
機
関
（
地
域
に
お
け
る
病

床
の
機
能
（
医
療
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
病

床
の
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る
た

め
に
当
該
地
域
に
お
け
る
病
床
数
の
変
更
を
伴
う
取
組
を
行
う
も
の

に
限
る
。
）
の
運
営
の
支
援
に
関
す
る
事
業 

 
 

第
六
条
中
「
三
分
の
二
」
の
下
に
「
（
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る



  

二

  

〔
削
る
〕 

                   

事
業
に
要
す
る
経
費
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
額
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
二
章
の
二 

再
編
計
画
の
認
定 

 
 

（
再
編
計
画
の
認
定
等
） 

 

第
十
一
条
の
二 

医
療
機
関
の
開
設
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
地
域

医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る

た
め
の
二
以
上
の
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
（
以
下
「
医
療
機
関
の
再
編

の
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
再
編
計
画
」
と
い
う
。
）

を
作
成
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
て
、
当
該
再
編
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

再
編
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

一 

医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
の
対
象
と
す
る
医
療
機
関
に
関
す
る
事
項 

 
 

二 

医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
の
内
容 

 
 

三 

医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
の
実
施
時
期 

 
 

四 

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

３ 
第
一
項
の
認
定
（
以
下
「
再
編
計
画
の
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、

そ
の
計
画
に
係
る
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経

由
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
認
定
の
基
準
） 



 

三

                     

 

第
十
一
条
の
三 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
再
編
計
画
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
再
編
計
画
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を

推
進
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

二 

前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

（
関
係
都
道
府
県
の
意
見
の
聴
取
） 

 

第
十
一
条
の
四 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
再
編
計
画
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

（
認
定
の
通
知
） 

 
第
十
一
条
の
五 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
再
編
計
画
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
関
係
都
道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
再
編
計
画
の
変
更
） 

 

第
十
一
条
の
六 

再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
た
医
療
機
関
の
開
設
者
は
、
当

該
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き



  

四

                     

は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
た
医
療
機
関
の
開
設
者
は
、
前
項
た
だ
し
書

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
当
該
再
編
計
画
に
係
る
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
変
更
の
認

定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
報
告
の
徴
収
） 

 

第
十
一
条
の
七 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
た
再
編
計

画
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
再
編
計
画
」
と
い
う
。
）

に
係
る
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
を
行
う
医
療
機
関
の
開
設
者
（
以
下
「
認

定
医
療
機
関
開
設
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
認
定
再
編
計
画
に
係
る

医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
の
実
施
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

（
認
定
の
取
消
し
） 

 

第
十
一
条
の
八 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
認
定
再
編
計
画
が
第
十
一
条
の
三
各

号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
認
定
医
療

機
関
開
設
者
が
認
定
再
編
計
画
に
従
っ
て
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
を
実

施
し
な
い
と
き
は
、
再
編
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 



 

五

           

〔
削
る
〕 

  
 

附
則
第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
附

則
第
一
条
の
三
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
一
条
の
三
と
し
、

附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
都
道
府
県
計
画
作
成
に
お
け
る
留
意
事
項
） 

 

第
一
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
当
分
の
間
、
労
働
が
長
時
間
に
わ
た
る
医
師

の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
及
び
そ
の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医

師
が
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
計

画
に
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

医
療
法
第
百
五
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
勘
案
し
て
定
め
る

 

２ 

第
十
一
条
の
四
及
び
第
十
一
条
の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
指
導
及
び
助
言
） 

 

第
十
一
条
の
九 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
認
定
医
療
機
関
開
設
者
に
対
し
、

認
定
再
編
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
の
実
施
に

関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
資
金
の
確
保
） 

 

第
十
一
条
の
十 

国
は
、
認
定
医
療
機
関
開
設
者
が
認
定
再
編
計
画
に
従
っ

て
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
金
の
確
保
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
一
条
の
七
又
は
第
十
八

条
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
附

則
第
一
条
の
三
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
一
条
の
三
と
し
、

附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
都
道
府
県
計
画
作
成
に
お
け
る
留
意
事
項
） 

 
第
一
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
当
分
の
間
、
労
働
が
長
時
間
に
わ
た
る
医
師

の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
及
び
そ
の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医

師
が
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
計

画
に
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

医
療
法
第
百
五
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
勘
案
し
て
定
め
る



  

六

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

  

二 

〔
略
〕 

三 

第
一
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
十
三

条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
九
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六

条
の
規
定 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日 

      

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
十
三
条
の
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則

第
二
十
五
条
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定 

令
和
三
年

四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

三 

〔
略
〕 

四 

第
一
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十

三
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
同
法
附
則
第

一
条
の
三
と
し
、
同
法
附
則
第
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
九
条
の
規
定
、
附
則
第
二
十
五
条
中
地
域
共
生

社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護

の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
の
改
正
規
定
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定 

令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 



 

七

四
～
七 

〔
略
〕 

  

（
検
討
等
） 

第
二
条 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
地
域
医
療
構
想
（
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第

二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対

し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ま
ん
延
又

は
そ
の
お
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
医
療
提
供
体
制
に
係
る
課
題
を
十
分
に
踏
ま

え
た
見
直
し
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分

化
及
び
連
携
の
推
進
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
検
討
と
併
せ
て
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
な
る
介
護
等

の
提
供
の
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
又
は
そ
の
お
そ
れ
に

よ
り
生
じ
た
医
療
提
供
体
制
に
係
る
課
題
を
も
十
分
に
踏
ま
え
、
地
域
の
医

療
提
供
施
設
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
、
医
師
の
地
域
間
及

び
診
療
科
間
の
偏
在
の
是
正
等
に
係
る
調
整
の
在
り
方
、
そ
の
ま
ん
延
に
よ

り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
感
染
症

五
～
八 

〔
略
〕 

  

（
検
討
） 

第
二
条 

〔
新
設
〕 

         

〔
新
設
〕 

  

〔
新
設
〕 

    



  

八

が
ま
ん
延
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
等
に
お
け
る
医
療
提
供
施
設

に
対
す
る
財
政
上
の
支
援
及
び
医
療
従
事
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保
の
在
り

方
そ
の
他
地
域
に
お
け
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保

に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

政
府
は
、
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を

目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
令
和
二
年
二
月
以
後
の
医
療
提
供
施
設
の
経
営
状

況
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
医
療
提
供
施
設
に
対
す
る
財

政
上
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
医
療
機
関
勤
務
環
境
評
価
セ
ン
タ
ー
の
指
定
に
係
る
準
備
行
為
） 

第
三
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
「
第
四
号
新
医
療

法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
「
第
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
四
号
新
医

療
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

      
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

〔
新
設
〕 

    

（
医
療
機
関
勤
務
環
境
評
価
セ
ン
タ
ー
の
指
定
に
係
る
準
備
行
為
） 

第
三
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
「
第
五
号
新
医
療

法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
「
第
五
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
五
号
新
医

療
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 



 

九

２ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第

四
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
四
号
新
医
療
法
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
指
定
は
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
号
新
医
療
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に

よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
四
号
新
医

療
法
第
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
認
可
は
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
第
四
号
新
医
療
法
第
百
十
二
条
第

一
項
又
は
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

〔
削
る
〕 

   

２ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第

五
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
五
号
新
医
療
法
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
指
定
は
、
第
五
号
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
号
新
医
療
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に

よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
五
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
五
号
新
医

療
法
第
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
認
可
は
、
第
五
号
施
行
日
に
お
い
て
第
五
号
新
医
療
法
第
百
十
二
条
第

一
項
又
は
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
三
章 

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
第
二
章
の
二 

再
編
計
画
の
認
定
（
第
十 

 

十
二
条
―
第
二
十
二
条
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
章 

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第
十 



  

一
〇

       

〔
削
る
〕 

   

〔
削
る
〕 

           

 

一
条
の
二
―
第
十
一
条
の
十
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
第
四
章 

特
定
民
間
施
設
の
整
備 

 

二
条
―
第
二
十
二
条
） 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
三
章
の
二 

再
編
計
画
の
認
定
（
第 

 

（
第
十
三
条
―
第
二
十
三
条
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

第
四
章 

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第 

 

十
二
条
の
二
―
第
十
二
条
の
十
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

十
三
条
―
第
二
十
三
条
） 

 
 

」 

 
 

第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項

中
」
の
下
に
「
「
第
十
一
条
の
七
」
を
「
第
十
二
条
の
七
」
に
、
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
を
同
法
第
十
七
条
と
し
、
同
法
第
十
二
条
か
ら
第

十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

第
三
章
を
第
四
章
と
す
る
。 

 
 

第
二
章
の
二
中
第
十
一
条
の
十
を
第
十
二
条
の
十
と
し
、
第
十
一
条
の
九

を
第
十
二
条
の
九
と
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
三
各
号
」
を
「
第
十
二
条
の
三

各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
四
及
び
第
十
一
条
の
五
」

を
「
第
十
二
条
の
四
及
び
第
十
二
条
の
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の

八
と
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
の
七
を
第
十
二
条
の
七
と
す
る
。 



 

一
一

      

〔
削
る
〕 

    
 

第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
一
条
の

二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
改

正
規
定
中
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一

項
各
号
」
に
、「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
」
を
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一

項
の
」
に
改
め
る
。 

  

（
調
整
規
定
） 

第
二
十
六
条 

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
が
地
域
共
生

社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条

の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

 
 

第
十
一
条
の
六
第
三
項
中
「
第
十
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
の

二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の
六
と
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
の
五
を
第
十
二
条
の
五
と
し
、
第
十
一
条
の
四
を
第
十
二
条
の

四
と
し
、
第
十
一
条
の
三
を
第
十
二
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
二
を
第
十

二
条
の
二
と
す
る
。 

 
 

第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
三
章
を
同
法
第
四
章
と
し
、
同
法
第
二
章
の
次
に
一
章
を

加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
三
章
を
第
四
章
」
を
「
第
二
章
の
二
を
第
三
章
の

二
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
一
条
の

二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
改

正
規
定
中
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一

項
各
号
」
に
、「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
」
を
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一

項
の
」
に
改
め
る
。 

  
（
調
整
規
定
） 

第
二
十
六
条 

附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
が
地
域
共
生

社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条

の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る



  

一
二

法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
」
と
、「
附
則
第
一
条
の
三

第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一
項
」
と
し
、
前
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

    

法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
」
と
、「
附
則
第
一
条
の
三

第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
一
条
の
三
第
一
項
」
と
し
、
前
条
の

規
定
（
地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
第
七
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
の

改
正
規
定
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

 
 

 


